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１．目的 

独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下「NITE」という。）化学物質管理センター安全

審査課（以下「安全審査課」という。）では、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する

法律」（以下「化審法」という。）において、国内で新たに製造又は輸入される化学物質（以

下「新規化学物質」という。）に係る事業者から提出された法定試験法に基づく分解性、蓄

積性及び毒性等の試験結果をもとに実施される、国による審査を支援している。 

一方で、事業者における新規化学物質の製品開発にかかる時間及びコストの削減を目的と

し、分解性、蓄積性及び毒性等が既知の化学物質の分子構造とこれらの活性との間の相関を

解析した「定量的構造活性相関予測モデル（以下「QSAR モデル」という。）」の行政活用も

検討されているところである。 

本役務では、平成 30年度（2018 年度）～令和４年度（2022 年度）に経済産業省の委託事

業（※１）にて開発された「化学物質の分解性に係る人工知能を用いた定量的構造活性相関

予測モデル（以下「分解性 AI-QSAR」という。）」について、「情報システムとして外部公

開した場合の「特許侵害の予防」及び「今後の技術開発の方向性」にかかる情報の収集する

ために、次の２点に関する技術動向等の調査を実施し、報告書として取りまとめることを目

的とする。 

・分解性 AI-QSAR の予測モデルに関連する技術に関する特許の登録及び出願の状況 

・分解性 AI-QSAR の利用ニーズ及び実装が求められる機能等に関する調査 

※１ 委託事業名： 

① 平成 30 年度化学物質安全対策（新規化学物質の審査における定量的構造活性相関

（ＱＳＡＲ）の活用のあり方に関する調査） 

② 令和元年度～令和４年度化学物質安全対策（化学物質の分解性及び蓄積性に係る総

合的評価の導入に関する調査） 

公開先 URL：https://www.meti.go.jp/topic/data/e90622aj.html 

 

２．委託内容 

2-1. 我が国における分解性 AI-QSAR の予測モデルに関連する技術に関する特許の登録及び

出願の状況 
(1) 分解性 AI-QSAR の予測モデルで利用されている技術について、我が国での特許の登録

及び出願の状況を調査し、次の情報を取りまとめること。 
 出願人及び権利者 
 出願日、公開日及び登録日 
 特許の内容 

(2) (1)の調査の結果を踏まえて、「特許侵害が懸念される技術」の特許が登録又は出願され

ている場合、NITE の HP 上から分解性 AI-QSAR の予測モデルを情報システムの形で

一般に公開した場合のリスク及びそのリスクを低減させる方法等を考察し、その内容

を取りまとめられることが望ましい（その場合、提案書の評価において加点する。）。 
(3) 米国及び欧州での特許の登録及び出願の状況を調査し、(1)と同等の情報が取りまとめ

られていることが望ましい（その場合、提案書の評価において加点する。）。 
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2-2. 分解性 AI-QSAR の利用ニーズ及び実装が求められる機能等に関する調査 
(1) 化学品、化粧品、農薬及び医薬品を取り扱う日本国内の様々な立場の事業者及び事業者団

体等（以下「事業者等」という。）に対して、次の４点のことを含めた調査を実施するこ

と。また、行政や事業者等が分解性 AI-QSAR を利用する際の課題とその対応策なども収

集可能なように、調査方法に留意すること。 
 どのような場面で分解性 AI-QSAR を利用したいのか（例えば、化学物質管理規制に

おける評価手法及び製品開発時の物質のスクリーニング手法等） 
 NITE の HP 上から分解性 AI-QSAR の予測モデルを情報システムの形で一般に公開

する場合の公開方式 
 分解性 AI-QSAR の予測モデルを情報システムの形で一般に公開する場合に、求める機

能 
 分解性 AI-QSAR の機能等の要件定義に必要と考えられる情報の収集 

(2) (1)の調査において、事業者等のそれぞれの立場に適する調査方法を提案し、その提案に

基づいた調査を実施して要望をまとめること。 
なお、調査対象とした事業者等において、多角的な視点での要望も把握できるような調査

方法であることが望ましい（その場合、提案書の評価において加点する。）。 
 
３．経済産業省の委託事業の業務成果物の閲覧等 

(ア)経済産業省の委託事業にて開発した「分解性 AI-QSAR」に係るドキュメントの閲覧又は

貸与は、契約締結後に実施する（ただし、経済産業省の HP より公開されている委託事業

の調査報告書は除く。）。 
(イ)ドキュメントの貸与は、担当職員より受託者へメール又は NITE ファイル交換システム

より電子ファイルを送付する。 
(ウ)ドキュメントの NITE 内での閲覧を希望する場合には、受託者と担当職員との間で協議

の上、日時を決定する。また、NITE 本所内の担当職員の指定した場所にて実施するもの

とする。 
(エ)「分解性 AI-QSAR」の予測モデルで利用されている技術について、ドキュメント上の情

報からは特許に関連する技術が特定できない場合には、担当職員と協議の上で、当該モデ

ルの開発者である静岡大学の関係者へのヒアリング等を実施すること。 
 
４．実施体制 

４．１ 受託者の体制 
受託者は、本委託事業を履行できる体制を設けるとともに、実施計画書に以下の事項を含め

るとともに、初回打合せ時にその内容について説明すること。 
なお、原則として体制の変更は認めない。やむを得ず変更する場合は、事前に担当職員にそ

の理由及び事業を継続するための対策を説明し、承認を得ること。 
① 受託者側の体制（指揮命令系統、役割分担、人員配置、等） 
② 受託者側の本役務に係る責任者（氏名及び所属） 
③ 受託者側の本役務に係る作業者（氏名及び所属） 
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④ 連絡体制（受託者側の対応窓口） 
⑤ 受託者側の情報管理規則制定の有無（制定されている場合は、その内容） 

 
４．２．受託者に求める資格等の要件 
(ア)実施責任者 

 官公庁又は独立行政法人等の行政機関、大学及び外郭団体等における技術動向調査にか

かる役務の実施責任者としての経験を 5 件以上有すること。 
(イ)作業者 

 官公庁又は独立行政法人等の行政機関、大学及び外郭団体等における技術動向調査にか

かる役務の作業者としての経験を 5 件以上有すること。 
 機械学習又はディープラーニング等の人工知能を利用した情報システムの「特許侵害の

予防」を目的とした技術動向調査の役務の作業者としての経験を 2 件以上有すること。 
 2-1.及び 2-2.の実施体制において、「特許庁の特許情報提供事業者リスト集 2.調査・検索

サービス」に掲載されている事業者が含まれていることが望ましい（その場合、提案書

の評価において加点する。）。 
 
５．実施計画書の作成 

(ア)受託者は、担当職員の指示に基づき、本事業の実施計画書を検討の上、契約締結後 10 営

業日以内に作成・提出し、担当職員の承認を受けること。 

(イ)本事業の実施計画書には、表 1 の内容を含むこと。 

表 1 実施計画書の記載事項 

記載事項 記載内容 

① 作業概要  本事業にて実施予定の作業の概要 

 本事業における進捗管理、コミュニケーション管理及

び課題管理の方法及び進捗報告における報告内容等 

② 実施体制  発注者である NITE 側の実施体制（責任者及び関連す

る者の役割等） 

 受託者の実施体制（責任者、各作業における主担当者

及びその役割等） 

③ 作業スケジュール  作業項目 

 スケジュール 

 マイルストーン 

 

６．進捗報告及び管理 

６．１ 進捗報告 
原則として、１か月に 1 回程度の頻度で NITE 担当職員に進捗報告を行うこと。報告内容

については、担当職員と協議の上決定すること。実施計画書に提出した作業スケジュールのマ

イルストーンに対して、１週間以上の遅れが見込まれる場合又は確認された場合には、その対

応策を検討して担当職員に報告し、その対処を実施すること。 
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なお、担当職員から求めがあった場合は、面会/web 会議にて進捗報告を行うとともに、打

合せ議事録を作成すること。 
 
７．事業実施期間 

  委託契約締結日から令和６年３月２５日（月）まで 

 

８．納入成果物 

８．１ 数量及び期日等 
本業務における納入成果物の数量及び期日等を表 2 に示す。 

表 2 納入成果物の数量及び期日等 
No. 成果物名 内容及び納

品数量 

納品期日 

1 実施計画書 

電磁的記録

媒体：1式 

契約締結後 

10営業日以内 

2 2-1.我が国における分解性AI-QSARの予測モデルに

関連する特許の登録及び出願の状況にかかる調査

報告書 
令和６年３月

２５日（月） 
3 2-2.分解性AI-QSARの利用ニーズ及び実装が求めら

れる機能等に関する調査報告書 

4 打合せ議事録 打合せ終了後

10営業日以内 

 
８．２ 納品方法 

・ 成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国内においても英字で表記される

ことが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。 

・ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方（令和 4年 1月 7日文化

審議会建議）」を参考にすること。 

・ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格（JIS）の規定を参考にするこ

と。 

・ 電磁的記録媒体については、Microsoft 365 又は Adobe Acrobat Reader DC を使用して

内容が確認できる形式で納品すること。ただし、左記ファイル形式で納品が困難な場合

は、担当職員と事前に協議の上、納品するファイル形式を決定すること。 

・ 納品後、NITE において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品するこ

と。 

・ 成果物の作成に当たって、図表等の元データの作成に Microsoft 365 及び Windows10 の

標準機能で読み込み及び改変できないような特別なツールを使用する必要がある場合

は、事前に担当部署の承認を得ること。 

・ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのない

よう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。 

・ 成果物は電磁的記録媒体１部を納品すること。電磁的記録媒体での納品は、電子ファイ

ルの納品期日が同一の場合には、事前に担当職員の承諾を得た上で CD-R、DVD-R 又は

BD-R を 1つにまとめてもよい。納品する電子記録媒体には、件名、受託者名、納品期日

を本体に印字して提出すること。 
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・ 電磁的記録媒体は、必ずマルウェアに対するセキュリティチェックを行った上で納品す

ること。セキュリティチェックに使用する不正プログラム対策ソフトウェアのウイルス

定義ファイルは、チェック日における最新バージョンを使用して実施すること。 

・ 成果物のうち、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第

１００号）」第６条による「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定められてい

る品目については、独立行政法人製品評価技術基盤機構が定めた令和５年度環境物品等

の調達の推進を図るための方針（https://www.nite.go.jp/data/000146074.pdf）を満た

すこと。 

 

９．納入場所 

  独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター安全審査課（本所本館３階南

７ 対話型執務室） 

 

１０．委託予算額 

委託における予算額は 850 万円(税込み)である。 

 

１１．応募者資格と受託者の選定方法 

１１．１ 応募者資格 

提案書作成要領の記載に準じる。 

 

１１．２ 受託者の選定方法 

提出された提案書(企画書等)に基づき、企画競争により受託者を選定する。 

 

１２．成果物の取扱いに関する事項 

１２．１ 知的財産権の帰属 

(ア) 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権（著作権法第 21 条か

ら第 28 条に定める全ての権利を含む。）は、受託者が本調達の実施の従前から権利を

保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示された

もの以外は、全て NITE に帰属するものとする。 

(イ) NITE は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改

変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾すること（以下「複製等」という。）ができ

るとともに、任意に開示できるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属する

ものが含まれる場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとす

る。 

(ウ) 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物（以下「既存著作物等」という。）

が含まれる場合には、受託者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用

許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受託者は当該既存著作

物の内容について事前に NITE の承認を得ることとし、NITE は既存著作物等を当該許諾

条件の範囲で使用するものとする。 

なお、本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原
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因が専ら NITE の責めに帰す場合を除き、受託者の責任及び負担において一切を処理す

ること。この場合、NITE は係る紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な

範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。 

(エ) 受託者は NITE に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者を

して行使させないものとする。 

(オ) 受託者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に

十分配慮し、これを行わないこと。 

 

１２．２ 契約不適合責任 

(ア) 本業務における成果物等について、種類、品質又は数量が契約書、本調達仕様書そ

の他合意された要件（以下「契約書等」という。）の内容に適合しないもの（以下「不

適合」という。）であることが認められ、かつ NITE がその修補、代替物の引渡し又は不

足分の引渡しによる履行の追完（以下、手段を問わず総称して「履行の追完」という。）

を受託者に請求する場合には、NITE は不適合を知った時から１年以内に受託者にその旨

を通知するものとする。その不適合が NITE の責に帰すべき事由による場合を除き、受

託者は自己の費用で、NITE の選択に従い、履行の追完をすること。なお、受託者は如何

なる場合であっても、NITE の選択と異なる方法で履行の追完をする場合は、NITE の事

前の承認を得ること。 

(イ) 受託者は、その具体的な履行の追完の実施方法、完了時期、実施により発生する諸

制限事項について、NITE と協議し、承認を得てから履行の追完を実施するものとし、完

了時には、その結果について NITE の承認を得ること。 

(ウ) 受託者がNITEから相当の期間を定めた履行の追完の催告を受けたにもかかわらず、

その期限内に履行の追完を実施しない場合、NITE は、その不適合の程度に応じて代金の

減額を請求することができる。ただし、次に掲げる場合、受託者に対して履行の追完の

催告なく、直ちに代金の減額を請求することができる。 

(1)履行の追完が不能であるとき。 

(2)受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3)本業務の性質又は契約書等の内容により、特定の日時又は一定の期間内に履行を

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行

の追完をしないでその時期を経過したとき。 

(4)前 3 号に掲げる場合のほか、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがな

いことが明らかであるとき。 

 

１３．情報セキュリティ 

(ア) 情報セキュリティポリシーの遵守 

受 託 者 は 、 NITE の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー

（https://www.nite.go.jp/nite/jyohokoukai/sonotahojin/security/security.html）に従って受託

者組織全体のセキュリティを確保すること。 
(イ) 情報セキュリティを確保するための体制の整備 
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受託者は、NITE の情報セキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確

保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するた

めの体制を整備すること。 
(ウ) 情報セキュリティが侵害された場合の対処 

本委託に係る業務の遂行において、担当職員が求めた場合には、情報セキュリティ対策の履

行状況を報告すると共に情報セキュリティが侵害され又はその恐れがある場合には、直ちに担

当職員に報告すること。これに該当する場合には、以下の事象を含む。 
(1)機構が受託者に提供した又は受託者によるアクセスを認めた機構の情報の外部への

漏えい及び目的外利用 
(2)受託者による機構のその他の情報へのアクセス 
(3)被害の程度を把握するため、受託者は必要な記録類を契約終了時まで保存し、機構

が求めた場合には、納入物と共に機構に引き渡すこと。 
(4)情報セキュリティが侵害された又はその恐れがある事象が本調達に係る作業中及び

契約に定める瑕疵担保責任の期間中に発生した場合には遅滞なく担当職員に報告す

ること。また、その事象が受託者における情報セキュリティ上の問題に起因する場

合は、受託者の責任及び負担において次の各事項を速やかに実施すること。 
・情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵

害への対応策を立案し、担当職員の承認を得た上で実施すること。 
・発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策などについて報告書を作成

し、担当職員へ提出して承認を得ること。 
・再発防止対策を立案し、担当職員の承認を得た上で実施すること。 
・上記のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、担当職員の指示に基づく

措置を実施すること。 
(エ) 情報セキュリティ監査の実施 

本委託に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、担当

職員が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、担当職員がその実施内容（監査

内容、対象範囲、実施など）を定めて、情報セキュリティ監査を行う（NITE が選定した事業

者による監査を含む。）。また、NITE が求めた場合、受託者は自ら実施した外部監査について

も機構へ報告すること。 
情報セキュリティ監査の実施については、これらに記載した内容を上回る措置を講ずること

を妨げるものではない。 
(オ) 情報セキュリティ対策の改善 

受託者は、本委託における情報セキュリティ対策の履行状況について担当職員が改善を求め

た場合には、担当職員と協議の上、必要な改善策を立案して速やかに実施するものとする。 
 
(カ) 私物の使用禁止 

受託者は、本委託に係る作業を実施する全ての関係者に対し、私物（関係者個人の所有物な

ど、受託者管理外のものを指す。以下、同じ。）コンピュータ及び私物記録媒体（ＵＳＢメモ

リなど）に NITE に関連する情報を保存すること及び本委託に係る作業を私物コンピュータ
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において実施することを禁止する。 
(キ) 機密保持、個人情報及び資料の取扱い 

 受託者は､契約期間中及び契約終了後において､本作業に関して知り得た機構の業務上

の内容について､他に漏らし又は他の目的に利用してはならない｡ただし、担当職員が認

める場合はこの限りではない。 
 受託者は､本調達のために担当職員から貸与された紙媒体や電子媒体を､担当職員の許

可なく複製してはならない｡許可を得て複製する場合は、複写先及び複写数等の記録を

取ること。 
 受託者が本調達を終了又は契約解除する場合は､担当職員から貸与された紙媒体､電子

媒体（その複製を含む。）を速やかに担当職員に返却すること｡その際､担当職員の確認

を必ず受けること｡ 
 受託者は､本調達において､機構の情報セキュリティが侵害された又はその恐れを発見

した場合は､速やかに担当職員に報告を行い､原因究明及びその対処方法等について担

当職員の指示に従い実施すること｡ 
 受託者は､本調達の実施において､情報セキュリティ(NITE の提供した情報の保護)を確

保するための体制を整備し、明示すること｡ 
 情報セキュリティインシデント及び事故が発生した場合又はその可能性がある場合の

緊急連絡体制及び手順を記載すること。その際、機構職員への連絡は、対面、電話連絡、

電子メール等複数の手段で、複数の機構職員に対して遅滞なく確実に連絡及び情報共有

できるようにすること。 
 緊急連絡体制及び手順に変更があった場合は、速やかに再提出すること。 
 受託者の実施責任者及び作業者の情報として、氏名、所属、連絡先、役割と責任、国籍、

セキュリティ関連研修の受講実績を記載すること。 
 

１４．再委託に関する事項 

１４．１ 委託の制限及び再委託を認める場合の条件 
(ア) 受託者は、機構の許可無く作業の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

このときの第三者には、関連事業者（「財務諸表等の用語、形式及び作成方法に関する

規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）第 8 条に規定する親会社及び子会社、同一の

親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者をいう。）も

含むものとする。 
(イ) 一部の業務を再委託する場合、再委託先にも本仕様書で定める受託者の責務を負わせ

る契約を締結すること。 
(ウ) 再委託先に業務を請け負わせる場合、当該業者の全ての行為及びその結果についての

責任を受託者が負うこと。 
(エ) 業務の一部を再委託する場合であっても再委託金額及び外注金額の合計は、契約金額

の半分を超えないこと。 
(オ) 受託者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。 
(カ) 再委託先における情報セキュリティの確保については受託者の責任とする。 
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(キ) 再委託先との契約は、日本法を準拠法とし海外の法律の適用が行われないこと。 
 
１４．２ 承認手続き 
(ア) 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじ

め再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の

必要性及び契約金額等について機構に報告し、あらかじめ承認を得ること。 
(イ) 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託

に関する書面を機構に提出し、承認を得ること。 
(ウ) 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合（以下「再々

委託」という。）には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託

を行う業務の範囲を書面で報告すること。 
 
１４．３ 再委託先の契約違反等 
(ア) 再委託先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務

を怠った場合には、受託者が一切の責任を負うとともに、機構は、当該再委託先への再

委託の中止を請求することができる。 
 

１５．その他 

(ア) 契約金額に含まれる一般管理費の割合について、原則 10%を超えないこと。ただし、一

般管理費の割合が 10％を超える場合には、提案書にその理由及び契約実績を添えて提出

し、NITE が認めた場合はその率を採用することができるものとする。   
(イ) ワーク･ライフ・バランス等の推進に関する指標に基づく取り組みに係る以下の認定を取

得している場合には、提案書の評価に必要なエビデンスとして、その認定証のコピーの提

出すること。 
 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定（える

ぼし認定企業） 
 次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・プラチナ認定

企業） 
 青少年の雇用の促進に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定（ユースエール認定） 


